
 

足寄町 生ごみたい肥化容器・電動生ごみ処理機 

購入助成のお知らせ 

  町では、生ごみ減量と食品ロス削減のために、家庭用生ごみたい肥化容器（コンポスト等）・電

動生ごみ処理機を購入される方に対し、 予算の範囲内で購入費用の一部を助成しています。 

～生ごみのたい肥化とは～      

 生ごみは、処理機やたい肥化容器に入れて、電動で乾燥させたり、微生物等による分解を行うこ

とで、数時間から数日でたい肥化することができます。処理後の生ごみは、たい肥・有機肥料とし

て再利用したり、カサを減らすことができるため、生ごみの減量化を図ることができます。 

〈 たい肥化のメリット 〉 

・ 生ごみが発生するたびに処理することができ、悪臭問題が軽減されるため、衛生的になる。 

・ 屋外でカラスやキツネなどの動物に生ごみを荒らされる被害を減らすことが期待できる。 

・ たい肥化した生ごみは肥料として畑で使用することができるので、資源循環が期待できる 

・ 乾燥式の場合、生ごみの量を大幅に削減することができる。 

～購入助成額～ 

 
町内の店舗で購入 

町外の店舗・ｵﾝﾗｲﾝで購

入 
助成個数 商品例 

電 動

生ごみ

処理機   

1台当たりの購入に要し

た額に1/2を乗じた額

（100円未満切捨て、 

上限30,000円）   

１台当たりの購入に要し

た額に1/3を乗じた額

（100円未満切捨て、 

上限20,000円）   

１台/世帯  

乾燥式 

【ﾊﾟﾘﾊﾟﾘｷｭｰ】 
【ﾙｰﾌｪﾝ】 
【ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ生ごみ処
理機】など 

ﾊﾞｲｵ式 【ﾊﾞｲｵｸﾘｰﾝ】など 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ式 【ﾅｸｽﾙ】【ﾘﾝｸﾙ】など 

生ごみ

たい肥

化容器 

１個当たりの購入に要し

た額5,000円以上のもの

1個に対し、 3,000円 

１個当たりの購入に要し

た額5,000円以上のも

の1個に対し、 

2,000円 

１個/世帯 

設置型 

【ｺﾝﾎﾟｽﾄ】 

【ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ】
【ｺﾝﾎﾟｽﾀｰ】など 

回転式 
【回る作太郎】 
【ﾛｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾀｰ】など 

密閉型 
【ＥＭｴｺﾍﾟｰﾙ】 
【ﾎﾞｶｼｺﾝﾎﾟｽﾄ】など 

バッグ型 
【不織布ﾊﾞｯｸ型ｲ-
ｼﾞｰｺﾝﾎﾟｽﾄ】など 

手動式 【自然にｶｴﾙS】など 



～申請方法～ 

※令和7年4月より申請方法が変更となりました。申請前に必ずご一読ください。※ 

 ① 購入を希望する生ごみたい肥化容器、電動生ごみ処理機のカタログの写し、又は見積書を添付 

  の上、「交付申請書」を役場に提出 

 ② 助成対象と出来るかどうかを審査後、役場から「交付決定書」を申請者に送付 

 ③ 商品を購入 ※交付決定書を受ける前に購入した場合は助成対象外となります。 

 ④ 交付決定日から３０日以内に、「交付決定書」、購入金額がわかる書類（領収書等）、購入した 

  ことを証する書類（納品書、保証書等）、「助成金交付請求書」を役場に提出 

   ※ 入荷まで時間を要する場合や、輸送が遅れる場合等、やむを得ない事情で交付請求が 

    ３０日を過ぎる見込みとなったときは、３０日を経過する前に役場までご相談ください。３０日を 

    過ぎても連絡がなく、申請も行われない場合、決定を取り消すことがあります。 

 ⑤ 助成金の交付 

 

～注意事項～ 

 ・  令和７年度の助成可能個数は、生ごみたい肥化容器１０個分、電動生ごみ処理機１０台分です。 

  上限に達した時点で、本年度の助成は終了となりますのでご了承ください。また、相談時点での 

  枠の確保は行いません。 

 ・  生ごみたい肥化容器は前回の申請から１０年、電動生ごみ処理機は前回の申請から８年を経過 

   している場合、再度の助成を申請することが出来ます。 

 ・  交付決定書を受ける前に購入した商品は、助成対象外となります。 

 ・  個人または自治会、地区連合自治会を対象とした助成金です。営利・非営利を問わず、事業 

  者・団体は助成対象外となります。 

 

～よくある質問～ 

 ・ 町外のお店やインターネットで購入した商品も対象となりますか？ 

  ⇒ 令和７年４月から助成対象となりました。但し、助成金額は、町内で購入する場合に比べて 

   少額になります。 

 ・ どんな商品が助成対象になりますか？ 

  ⇒ 生ごみたい肥化容器、電動生ごみ処理機として販売されている商品が対象となります。 

    いろいろな商品がありますので、気になるものがあれば役場までご相談ください。 

 ・ １個３千円のたい肥化容器を複数購入したいと考えています。対象となりますか？ 

  ⇒  １個当たりの購入に要した額（消費税、消耗品代などを含む。送料、設置工事費等は除く）が 

    ５千円を超える場合であれば助成対象となりますが、5千円を超えない場合は助成対象外となり 

    ます。なお、複数購入した場合でも、助成可能個数は1個・台/世帯となります。 

本件に関するお問合せは・・・ 

足寄町役場 住民・出納課 環境衛生担当（℡ 0156-28-3858(直通) fax 0156-25-2304） 


